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(54)【発明の名称】 内視鏡

(57)【要約】
【課題】  内視鏡の滅菌時に、ライトガイドの内部と外
部の圧力差によりライトガイドファイバーを被覆するチ
ューブが膨らみ、破損したり、ライトガイドファイバー
を折損する課題があった。
【解決手段】  ライトガイドファイバー束４１の少なく
とも一端を結束して固定する口金４２と、ライトガイド
ファイバー束４１の外周部を被覆する被覆チューブ４２
とからなる観察対象物を照明するライトガイド３７を有
する内視鏡２において、ライトガイドファイバー束４１
を口金４２で結束固定した硬質部にライトガイド３７の
内部と外部とを連通する連通口４５を備えた内視鏡。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】ライトガイドファイバー束と、このライト
ガイドファイバー束の少なくとも一端を結束して固定す
る口金と、前記ライトガイドファイバー束の外周部を被
覆する被覆チューブとからなる観察対象物を照明するラ
イトガイドを有する内視鏡であって、
前記口金で結束固定された前記ライトガイドファイバー
束の硬質部と、
この硬質部に設けた前記ライトガイドの内部と外部とを
連通する連通口と、
を具備することを特徴とした内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、消毒、滅菌時の蒸
気の侵入を防止すると共に、ファイバの折損を防止可能
とする内視鏡に関する。
【０００２】
【従来の技術】医療及び工業分野において、体腔内や管
状部内を観察する内視鏡が広く用いられている。
【０００３】この内視鏡において、医療分野で用いる際
には、消毒滅菌が必要不可欠である。このために、防水
性の内視鏡が開発実用化されて、消毒洗浄と高温蒸気滅
菌に対応可能となっている。
【０００４】しかしながら、前記消毒滅菌と高温蒸気滅
菌を繰り返し行うと、内視鏡の挿入部を形成するポリウ
レタン樹脂や合成ゴム膜から蒸気が浸透する現象が生じ
る。この蒸気浸透により、内視鏡の挿入部に挿通してい
るイメージガイドやライトガイドを形成する光学繊維束
であるライトガイドファイバ束のファイバ間やライトガ
イドファイバと外皮チューブ内周との摩擦を軽減するた
めに配置されている二酸化モリブデン等の潤滑剤が劣化
して、ファイバの折損が増大する課題があった。
【０００５】このような課題を解消する内視鏡装置を図
１７を用いて説明する。内視鏡装置１は、撮像手段を備
えた内視鏡２と、この内視鏡２に着脱自在に接続され、
後述するライトガイドに照明光を供給する光源装置３
と、前記内視鏡２と信号ケーブル４を介して接続され、
前記撮像手段を駆動制御すると共に前記撮像手段から得
られた被写体像信号を所定の画像信号処理を行うビデオ
プロセッサ５と、このビデオプロセッサ５から出力され
る被写体の画像信号を基に、被写体像を表示するモニタ
６から構成されている。
【０００６】前記内視鏡２は、観察や処置等の使用後、
洗浄され、高圧蒸気滅菌にて滅菌処理が可能となってい
る。
【０００７】前記内視鏡２は、可撓性を有する細長の挿
入部７と、この挿入部７の基端側に接続された操作部８
と、この操作部８の側部から延出した可撓性を有する連
結コード９と、この連結コード９の端部に設けられた前
記光源装置３と着脱自在に接続されるコネクタ部１０
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と、このコネクタ部１０の側部に設けられた前記ビデオ
プロセッサ５と接続される前記信号ケーブル４が着脱自
在に接続可能な電気コネクタ部１１とを有している。
【０００８】なお、前記電気コネクタ部１１には、内視
鏡２の内部と外部とを連通する図示しない通気部が設け
られている。
【０００９】前記挿入部７と操作部８との接続部には、
接続部の急激な曲がりを防止する弾性部材を有する挿入
部側折れ止め部材１２が設けられており、前記操作部８
と連結コード９の接続部には、同様に操作部側折れ止め
部材１３が設けられており、さらに、前記連結コード９
とコネクタ部１０の接続部には、同様のコネクタ部側折
れ止め部材１４が設けられている。
【００１０】前記挿入部７は、可撓性を有する柔軟な可
撓管部１５と、この可撓管部１５の先端側に、前記操作
部８からの操作により湾曲可能な湾曲部１６と、この湾
曲部１６の先端に設けられ図示しない観察光学系、照明
光学系等が配設された先端部１７から構成されている。
【００１１】また、前記先端部１７には、図示していな
いが、前記操作部８からの送気操作、送水操作によって
前記観察光学系の外表面の光学部材に向けて洗浄液体や
気体を噴出するための送気送水ノズルと、処置具を挿通
したり、体腔内の液体を吸引するための処置具等のチヤ
ンネルの先端側の開口である吸引口と、あるいは、観察
対象物に向けて開口し、液体を噴出するための送液口等
が設けられている。
【００１２】前記操作部８には、送気操作及び送水操作
を操作する送気送水操作ボタン２８と、吸引操作を操作
するための吸引操作ボタン２９と、前記湾曲部１６の湾
曲操作を行うための湾曲操作ノブ３０と、前記ビデオプ
ロセッサ５を遠隔操作する複数のリモートスイッチ３１
と、及び前記処置具チヤンネル連通した開口である処置
具挿入口３２が設けられている。
【００１３】前記コネクタ部１０には、前記光源装置３
に内蔵された図示していない気体供給源と着脱自在に接
続される気体供給口金２１と、液体供給源である送水タ
ンク２２からの送水タンク加圧口金２３が着脱される液
体供給口金２４とが設けられている。
【００１４】また、前記挿入部７の先端部１７に設けた
吸引口より吸引を行うための図示していない吸引源と接
続される吸引口金２５、前記先端部１７の送液口より送
水を行うための図示していない送水手段と接続される注
入口金２６、及びこの内視鏡２で、高周波処置等を行い
高周波漏れ電流が発生した場合の漏れ電流を高周波処置
装置に帰還させるためのアース端子口金２７が設けられ
ている。
【００１５】前記コネクタ部１０の電気コネクタ部１１
には、圧力調整弁付き防水キャップ３３が着脱自在に装
着可能となっており、この圧力調整弁付き防水キャップ
３３には、図示していない圧力調整弁が設けられてい
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る。
【００１６】このような構成の内視鏡装置１を高圧蒸気
滅菌処理する際には、前記内視鏡２を収納する滅菌用収
納ケース３４が用いられる。この滅菌用収納ケース３４
は、トレイ３５と、蓋部材３６から構成されており、ト
レイ３５と蓋部材３６には、図示していないが複数の通
気孔が設けられており、この通気孔を通じて水蒸気が透
過できるようになっている。
【００１７】前記トレイ３５には、前記内視鏡２の形状
に対応した図示していない規制部が形成されている。こ
の規制部は、前記内視鏡２の操作部２、挿入部７、連結
コード９、及びコネクタ部１０がそれぞれ位置に収まる
ように形成されている。
【００１８】このような、滅菌用収納ケース３４に前記
内視鏡２を収納配置して、高圧蒸気滅菌を行う際の代表
的な条件としては、米国規格協会承認、医療機器開発協
会発行の米国規格ＡＮＳＩ／ＡＡＭＩＳＴ３７－１９９
２がある。この米国規格では、プレバキュームタイプで
滅菌行程１３２°Ｃで４分間、グラビティタイプで滅菌
行程１３２°Ｃで１０分間滅菌されるようになってい
る。
【００１９】この高圧蒸気減菌行程時の温度条件につい
ては、高圧蒸気滅菌装置の形式や滅菌行程の時間によっ
て異なるが、一般的には１１５°～１３８°Ｃの範囲に
設定されており、滅菌装置によっては１４２°Ｃに設定
可能なものもある。
【００２０】また、滅菌時間の条件については、滅菌行
程の温度条件によって異なるが、一般的には３分～６０
分間程度に設定されており、滅菌装置の種類によって
は、１００分程度に設定可能なものもある。
【００２１】このような滅菌条件の滅菌行程での滅菌室
内の圧力は、一般的には大気圧に対して＋０．２ＭＰａ
程度に設定される。
【００２２】一般的なプレバキュームタイプの高圧蒸気
滅菌行程には、滅菌対象機器を収容した滅菌室内を滅菌
行程の前に減圧状態にするプレバキューム行程と、その
後に滅菌室内に高圧高温蒸気を送り込んで滅菌を行う滅
菌行程が含まれている。プレバキューム行程は、後の滅
菌行程時に滅菌対象機器の細部にまで蒸気を浸透させる
ための行程であり、減菌室内を減圧させることによって
滅菌対象機器全体に高圧高温蒸気が行き渡るようになっ
ている。
【００２３】プレバキューム行程における滅菌室内の圧
力は、一般的には大気圧に対して－０．０７ＭＰａ～－
０．０９ＭＰａ程度に設定される。
【００２４】また、滅菌後の滅菌対象機器を乾燥させる
ための滅菌行程後の乾燥行程を有するものがある。さら
に、この乾燥行程時に、滅菌室内を再度減圧状態にする
乾燥行程が含まれているものがある。この再度減圧状態
にする乾燥行程では、滅菌室内を減圧して滅菌室内の蒸
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気を排除し、滅菌室内の滅菌対象機器の乾燥を促進させ
るもので、滅菌室内の圧力は、一般的には大気圧に対し
て－０．０７～－０．０９ＭＰａ程度に設定されてい
る。
【００２５】このような高圧蒸気滅菌条件の基で、前記
内視鏡２を高圧蒸気滅菌する際の前記圧力調整弁付き防
水キャップ３３の機能について説明する。
【００２６】前記電気コネクタ部１１に圧力調整弁付き
防水キャップ３３を取り付けた状態で高圧蒸気滅菌がな
されるが、この圧力調整弁付き防水キャップ３３に設け
られている図示していない圧力調整弁が閉じており、前
記電気コネクタ部１１に設けられている通気口が塞がれ
て、内視鏡２の内部は、外部と水密的に密閉されるよう
になっている。
【００２７】前記プレバキューム行程を有する滅菌方法
の場合には、プレバキューム行程時に滅菌室内の圧力が
減少して内視鏡２の内部より外部の方が圧力が低くなる
圧力差が生じると前記電気コネクタ部１１に取り付けら
れた圧力調整弁付き防水キャップ３３の圧力調整弁が開
き、前記電気コネクタ部１１の通気口を介して内視鏡２
の内部と外部が連通して内視鏡２の内部と滅菌室内の圧
力差が生じるのを防いでいる。これにより、内視鏡２の
内部と外部の圧力差によって内視鏡２の破損が防がれて
いる。
【００２８】前記プレバキューム工程から滅菌行程に移
行すると、滅菌室内が加圧され内視鏡２の内部より外部
の方が圧力が高くなる圧力差が生じ、前記電気コネクタ
部１１に取り付けられている圧力調整弁付き防水キャッ
プ３３の圧力調整弁が閉じる。これにより滅菌工程時の
高圧高温の蒸気は、圧力調整弁付き防水キャップ３３と
前記電気コネクタ部１１の通気口からの内視鏡２の内部
には侵入しない。
【００２９】しかし、前記高温高圧蒸気は、高分子材料
で形成された前記挿入部７の可撓管部１５の外皮や、内
視鏡２の外装体の接続部に設けられたシール手段である
フッ素ゴムやシリコンゴム等で形成された○リング等か
ら徐々に内視鏡２の内部へと侵入する。
【００３０】なお、この内視鏡２の外装体は、前述のプ
レバキューム行程で減圧された圧力と滅菌行程で加圧さ
れた圧力とが加算された圧力が、外部から内部に生じた
状態となる。
【００３１】さらに、滅菌行程後の乾燥行程における減
圧行程を含む場合には、前記減圧行程において、滅菌室
の圧力が減少して内視鏡２の内部より外部の方が圧力が
低くなるような圧力差が発生するのとほぼ同時に前記圧
力調整弁付き防水キャップ３３の圧力調整弁が開き、前
記電気コネクタ部１１の通気口を介して内視鏡２の内部
と外部が連通して内視鏡２の内部と滅菌室内との間の大
きな圧力差が生じるのを防いでいる。これにより内視鏡
２の内部と外部の圧力差による破損を防いでおり、前記
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内視鏡２の内部と外部の圧力差が略等しくなると前記圧
力調整弁付き防水キャップ３３の圧力調整弁が閉じる。
【００３２】前記乾燥行程が終わり、前記高圧蒸気滅菌
が終了すると、内視鏡２の外装体には減圧行程で減圧さ
れた分、内視鏡２の外部から内部に向けた圧力が生じた
状態となる。
【００３３】前記圧力調整弁付き防水キャップ２２を電
気コネクタ部１１から取り外すと前記通気口により内視
鏡２の内部と外部とが連通して内視鏡２の内部は大気圧
となり、外装体に生じていた圧力による負荷がなくな
る。
【００３４】しかしながら、前述したように、前記プレ
バキューム行程や減圧行程において、前記滅菌室が減圧
されて、内視鏡２の外側に陰圧が加わった場合、前記圧
力調整弁付き防水キャップ３３の圧力調整弁が開放され
て内視鏡鏡２の内部側も陰圧となるが、前記内視鏡２の
挿入部７に配置されているライトガイドの被覆チューブ
が前記陰圧により膨らもうとする。
【００３５】この滅菌室の陰圧による前記ライトガイド
の被覆チューブが膨らもうとする作用を解消する内視鏡
が、例えば実公平３－６８８７号公報に開示されてい
る。
【００３６】この実公平３－６８８７号公報に開示され
ている内視鏡は、可撓性のチューブで被覆された光学繊
維束のイメージガイドまたはライトガイドを有する内視
鏡において、前記チューブを蒸気を透過しない、ないし
は透過しにくい低蒸気透過性材質で形成し、該チューブ
が挿通される湾曲部内を除く適宜箇所のチューブに気体
の流出入を可能にする貫通部を設けたものである。
【００３７】
【発明が解決しようとする課題】前記実公平３－６８８
７号公報に開示されている内視鏡において、前記挿入部
に挿通された光学繊維束を被覆するチューブの湾曲部内
を除く適宜箇所に気体流出入用の貫通部を設けたことに
より、例えば、高圧蒸気滅菌処理する際に、滅菌室内と
内視鏡光学繊維束を被覆するチューブ内の圧力を前記貫
通部によって、等しい圧力とすることで被覆チューブの
膨張破裂を防止するものである。
【００３８】前記内視鏡の光学繊維束を被覆するチュー
ブは、水蒸気の透過しない水蒸気非透過性、あるいは水
蒸気の透過しにくい水蒸気低透過性の防湿材質で形成さ
れるが、これら防湿材は、プチル系ゴム、合成ゴム、及
びポリビニル系、ポリエチレン系、あるいは弗素系の合
成樹脂等の伸縮性を有している部材が用いられている。
  このため、前記高圧蒸気滅菌処理時に、滅菌室内の圧
力と、被覆チューブ内の圧力を等しくするために、前記
被覆チューブに設けられた貫通部を介して、気体の流出
入する際に、前記被覆チューブの貫通部が広がったり、
収縮する動作が繰り返される。これにより、前記被覆チ
ューブの内外の圧力を一定にする貫通部に切れや裂けを

6
生じる課題があった。
【００３９】本発明は、上記課題に鑑みなされたもの
で、前記光学繊維束であるライトガイドファイバー束の
外周部を被覆する被覆チューブの破損と、ライトガイド
ファイバの折損を防止する内視鏡を提供することを目的
としている。
【００４０】
【課題を解決するための手段】本発明の内視鏡は、ライ
トガイドファイバー束と、このライトガイドファイバー
束の少なくとも一端を結束して固定する口金と、前記ラ
イトガイドファイバー束の外周部を被覆する被覆チュー
ブとからなる観察対象物を照明するライトガイドを有す
る内視鏡であって、前記口金で結束固定された前記ライ
トガイドファイバー束の硬質部と、この硬質部に設けた
前記ライトガイドの内部と外部とを連通する連通口と、
を具備することを特徴としている。
【００４１】本発明の内視鏡により、高圧蒸気滅菌処理
において、内視鏡の内部と外部の圧力差によるライトガ
イドファイバー及び被覆チューブの膨張収縮による折損
及び亀裂等を防げると共に、小型細径の内視鏡が提供可
能となった。
【００４２】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態について詳細に説明する。図１は本発明に係る
内視鏡の概略構成を示す平面図で、図２は本発明に係る
内視鏡の一実施形態の挿入部先端を示す断面図である。
なお、図１７と同一部分は、同一符号を付して、詳細説
明は省略する。
【００４３】図１は、内視鏡２に備えられたライトガイ
ド３７を示している。このライトガイド３７は、前記コ
ネクタ部１０から連結コード９、操作部８、及び挿入部
７を介して、前記挿入部７の先端部１７まで内装されて
いる。
【００４４】前記コネクタ部１０が光源装置３に接続さ
れると、光源装置３からの照明光が前記コネクタ部１０
のライトガイド３７の基端に入射され、前記ライトガイ
ド３７に案内されて、前記挿入部７の先端部１７から観
察部位に投射されるようになっている。
【００４５】このライトガイド３７は、複数本の光学繊
維であるライトガイドファイバーを束ねて形成されてい
る。
【００４６】図２は、前記内視鏡２の挿入部７の先端部
１７の断面を示している。この挿入部７の先端部１７
は、硬質の先端構成部材３８と、この先端構成部材３８
の図中軸方向に複数の貫通孔が設けられ、この貫通孔の
一方には、ライトガイド用レンズ部材３９、他方には、
処置具挿通用兼吸引用管状部材４０等が配設されてい
る。  さらに、前記先端構成部材３８の一方の貫通孔に
は、前記ライトガイド３７が前記ライトガイド用レンズ
部材３９の後部に対向して連結されている。
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7
【００４７】前記ライトガイド３７は、図４に示すよう
に、ライトガイドファイバーを束ねて形成したライトガ
イドファイバー束４１の端部を結束固定する口金４２
ａ、４２ｂと、前記ライトガイドファイバー束４１の外
周を被覆する被覆チューブ４３と、前記口金４２ａ，４
２ｂと被覆チューブ４３の外周を保護する保護チューブ
４６とを有している。前記ライトガイドファイバー束４
１を結束固定する前記口金４２ａ，４２ｂには、図示し
ていないが、前記ライトガイド３７の内部と外部とを連
通させる連通口が設けている。
【００４８】なお、図１及び図４に示すライトガイド３
７は、前記挿入部７の先端１７から２方向の照明光を投
射するために、二つに分岐したライトガイド３７を示し
ているが、この分岐数の制限は無く、また、分岐の無い
状態でも良いものとする。また、前記ライトガイド３７
に組み付けられている前記ライトガイドファイバー束４
１の端部を結束して固定する前記口金４２ａ、４２ｂの
形状は、全て同じでなくても良い。
【００４９】次に、前記口金４２ａの構造について、図
５と図６を用いて説明する。図５に示すように、口金４
２ａは、円筒状に形成され、この円筒状の口金４２ａの
外周の一部に基端から軸方向に略Ｕ字状の溝部４４が形
成されている。この口金４２ａの円筒状の内部に基端側
から図６に示すようにライトガイドファイバー束４１の
端部を挿入し、かつ、前記被覆チューブ４３を前記円筒
状の外周または内周に基端側から挿着する。この被覆チ
ューブ４３を前記口金４２ａの円筒状の外周または内周
に挿着する際に、前記溝部４４の基端側のみを被覆し
て、前記被覆チューブ４３の端面と前記溝部４４の前記
被覆チューブ４３で被覆されない溝部４４で連通口４５
が形成されるようにする。
【００５０】前記口金４２ａにガイドファイバー束４１
と被覆チューブ４３を挿着後、保護チューブ４６を前記
被覆チューブ４３の外周と口金４２の外周に装着する。
この保護チューブ４６は、前記連通口４５が位置する個
所に切り欠き４６ａを設けて、前記連通口４５を確保す
る。また、前記保護チューブ４６の口金４２ａへの挿着
固定は、例えば銅、チタン、ポリアリレート、パラフェ
ニレンベンゾビスオキサゾール、アラミド等の線等を保
護チューブ４６上から数回巻回して締結する。
【００５１】なお、前記挿入部７の先端部１７の先端構
成部材３８や前記挿入部７の構造において、前記保護チ
ューブ４６を設けるスペースが確保できない場合には、
図７に示すような前記口金４２ａにライトガイドファイ
バー束４１と被覆チューブ４３のみを挿着して、前記保
護チューブ４６の挿着を省いた構成とすることも可能で
ある。
【００５２】一方、前記ライトガイドファイバー束４１
の前記光源装置３に接続される側の口金４２ｂは、図８
に示すように、前記光源装置３に接続されるコネクタ形
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状として、前記ライトガイドファイバー束４１と被覆チ
ューブ４３が装着される側に、前記口金４２ａと同様に
前記溝部４４を設けて、この溝部４４と被覆チューブ４
３で、前記口金４２ａと同様に連通口４５が形成できる
ように前記被覆チューブ４３や保護チューブ４６を挿着
する。
【００５３】つまり、前記ライトガイドファイバー束４
１の両端部は、口金４２ａ，４２ｂによって締め付け結
束された硬質部を形成している。
【００５４】このような構成の口金４２ａ，４２ｂに固
定保持されたガイドファイバー３７を前記挿入部７に内
装した内視鏡装置１を高圧蒸気滅菌する際の高圧滅菌工
程において、内視鏡装置１の外側に陰圧が加わった場
合、前述の圧力調整弁付き防水キャップ３３の圧力調整
弁が開放し、内視鏡１の内側も陰圧になる際に、前記ラ
イトガイド３７の前記被覆チューブ４３が陰圧により膨
らもうとするが、前記口金４２ａ，４２ｂで締め付け結
束されたライトガイドファイバー束４１の硬質部に設け
られた前記口金４２ａと前記被覆チューブ４３により形
成される前記連通口４５及び前記口金４２ｂと前記被覆
チューブ４３により形成される前記連通口４５により通
気されて、前記ライトガイド３７の内部圧力と外部圧力
との圧力差がなくなり、前記被覆チューブ４３の膨らも
うとする現象が防げる。これにより、前記被覆チューブ
４３の破損と、前記ライトガイドファイバーの折れも防
ぐことができる。
【００５５】また、前記連通口４５が前記口金４２ａ、
４２ｂの側面にある為、ライトガイドファイバーの本数
を滅らさずに細径化することも可能である。
【００５６】さらに、前記連通口４５を口金４２ａ，４
２ｂの側面に設けたことで、前記被覆チューブ４３の内
外側間の通気時に、前記ライトガイドファイバ一束４１
の端面において生じる、例えば蒸気や減摩剤等の付着さ
れ難く、この蒸気や減摩剤付着によるライトガイド３７
から出力される光量低下やライトガイド３７の焼け等が
起こり難くなった。
【００５７】さらにまた、前記口金４２ａ、４２ｂが片
端開口である為、口金加工も容易となる。
【００５８】なお、上記説明において、前記ライトガイ
ドファイバー束４１の両端に前記口金４２ａ、４２ｂを
設けた例を説明したが、ライトガイドファイバー束４１
のいずれか一方端の口金４２ａまたは４２ｂのいずれか
に前記溝部４４を設けることで、上述と同様な作用及び
効果を得ることができる。
【００５９】また、図示していないが、前記ライトガイ
ド３７の略中央部に連通口を有する口金を配置し、この
口金の両端部に連通ロを塞がないように前記被覆チュー
ブ４３により被覆することで、上述と同様な作用及び効
果を得ることができる。
【００６０】次に、図９と図１０を用いて、本発明の第
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9
２の実施形態を説明する。この第２の実施形態は、前述
した前記口金４２ａに代えて、口金４７の外周側の所定
位置に略長円形の連通口４８を設けたものである。つま
り、前記口金４２ａの外周側の両端部分を残して連通口
４８を形成している。
【００６１】このような口金４７に対して、前記ライト
ガイドファイバー束４１を挿着して、ライトガイドファ
イバー束４１の端部に硬質部を設けた後、前記被覆チュ
ーブ４３を前記連通口４８を被覆しないように挿着し、
かつ、前記切り欠け４６ａを有する保護チューブ４６を
挿着後、銅、チタン、ポリアリレート、パラフェニレン
ベンゾビスオキサゾール、アラミド等の線等で、前記保
護チューブ４６を口金４７に締結させる。なお、前記保
護チューブ４６の切り欠け４６ａは、前記連通口４８を
塞がない位置に配置する。
【００６２】なお、前記先端構成部材３８や挿入部７の
構造において、前記保護チューブ４６を配置するスペー
スが確保できない場合、図１０に示すように前記保護チ
ューブ４６を省いた構成に変更してもよい。
【００６３】つまり、前記口金４７は、外周側の両端部
分を残して連通口４８を設けた為、前記口金４７に前記
ライトガイドファイバー束４１を挿通する際、前記連通
口４８にライトガイドファイバーが突当たることが少な
く、容易に挿通作業が可能となり、前述した本発明の第
１の実施形態と同様の効果が得られと共に、ライトガイ
ド３７の組立作業性が向上できる。
【００６４】なお、図示していないが前記光源装置３に
接続される側の口金４２ｂにおいても前記被覆チューブ
４３が被覆される側に前記口金４７と同様の前記連通口
４８が設けられることで、上記と同様な作用及び効果を
得ることができる。
【００６５】次に、図１１と図３を用いて本発明の第３
の実施形態を説明する。この第３の実施形態は、前述し
た口金４２ａまたは口金４７に代えて、略円筒状の口金
４９で、この口金４９は、前述した口金４２ａの溝部４
４，あるいは、口金４７の連通口４８等は設けられてい
ない。
【００６６】この円筒状の口金４９の内周には、前記ラ
イトガイドファイバー束４１の外側に外側ライトガイド
ファイバー５０を配置挿着されている。この外側ライト
ガイドファイバー５０は、前記口金４９の内周面に例え
ば接着剤等で固定され、その外側ライトガイドファイバ
ー５０の内周面に前記ライトガイドファイバー束４１を
配置されている。このライトガイドファイバー束４１と
外側ライトガイドファイバー５０との間には、図示して
いないが隙間を設けて配置させる。この口金４９にライ
トガイドファイバー束４１と外側ライトガイドファイバ
ー５０を挿着して硬質部を形成した後、図示していな
い、前述の被覆チューブ４３及び保護チューブ４６を挿
着する。
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【００６７】つまり、ライトガイドファイバー束４１と
外側ライトガイドファイバー５０との隙間を前述した連
通口４５，または連通口４８とするものである。
【００６８】このような口金４９を前記挿入部７の先端
部１７に配置する際には、図３に示すように、前記先端
構成部材３８に前記口金４９を用いたライトガイド３７
を組付ける場合、前記先端構成部材３８と前記口金４９
との嵌合個所においてクリアランス５２を設けた構成と
する。
【００６９】また、前記先端構成部材３８に前記口金４
９を組付ける場合、前記先端構成部材３８と前記口金４
９の隙間を充填する為に塗布する充填剤を一部塗布せず
に隙間を残す構成にしてもよい。
【００７０】このような構成の口金４９にライトガイド
ファイバー束４１と外側ライトガイドファイバ５０を先
端部１７に組み込んだ内視鏡装置１の高圧蒸気滅菌工程
内において、内視鏡装置１の外側に陰圧が加わり、前記
口金４９を用いたライトガイド３７の被覆チューブ４３
が陰圧により膨らもうとするが、ライトガイドファイバ
ー束４１と外側ライトガイドファイバー５０との隙間よ
り通気されて、前記ライトガイド３７の内部圧力と外部
圧力との圧力差がなくなり、前記被覆チューブ４３が膨
らむことを防げ、前記被覆チューブ４３の破損とライト
ガイドファイバー３７の折れも防ぐことができる。
【００７１】また、前記口金４９は、前述した第１の実
施形態及び第２の実施形態のような口金への溝部４４、
あるいは連通口４８の加工が不要になり安価にできる利
点を有している。
【００７２】さらに、前記先端構成部材３８に前記口金
４９を用いたライトカイド３７を組付ける際、例えばク
リアランス５２を設けたり、前記先端構成部材３８と前
記口金４９の嵌合部に隙間を残すことで、前記先端構成
部材３８と前記口金４９の隙間の通気がより容易とな
る。
【００７３】次に、本発明の第４の実施形態を図１２を
用いて説明する。この第４の実施形態は、前述した第３
の実施形態（図１１参照）の口金４９の略中心に管状部
材５３を配置する。つまり、前記口金４９の内周面に挿
着された前記ライトガイドファイバー束４１の端部の軸
方向の中央部分に前記管状部材５３を配置する。この管
状部材５３の外周側に位置するライトガイドファイバー
束４１を接着剤等で整形固化させて硬質部５１とし、前
記管状部材５３の長さを前記ライトガイドファイバー束
４１の硬質部５１の長さ以上とする。なお、前記管状部
材５３は、前記口金４９のどの位置に配置しても良い。
また、前記管状部材５３は、例えば前記ライトガイドフ
ァイハー束４１の端部の硬質部５１を形成する際に、接
着剤等により閉塞されないようにする。
【００７４】このように、前記口金４９に挿着したライ
トガイドファイバー束４１の中に管状部材５３を介挿さ
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11
せることで、前記高圧蒸気滅菌時のライトガイド３７の
外部が陰圧時に管状部材５３を介して、ライトガイドフ
ァイバー束４１を被覆するチューブ４３と連通して被覆
チューブ４３の内部も前記陰圧となり、前記被覆チュー
ブ４３の膨らもうとする行為を防ぐことができる。
【００７５】また、前記口金４９内の管状部材５３の配
置位置、つまり、管状部材５３の外周側と口金４９の内
周との間のライトガイドファイバー束４１の配置密度が
調整でき、このライトガイドファイバー束４１の端部か
ら出射される観察部位照明光の配光を調整できる。
【００７６】次に、本発明の第５の実施形態を図１３を
用いて説明する。この第５の実施形態は、前述した第４
の実施形態（図１２参照）の口金４９の内周に設けた管
状部材５３の外周側から内面に対して多数の孔が設けら
れた多孔質チューブ５４とするものである。
【００７７】この多孔質チューブ５４を用いることによ
り、高圧蒸気滅菌時のライトガイド３７の外部の陰圧が
前記多孔質チューブ５４の内周及び多孔を介して連通し
て、前記口金４９に挿着された被覆チューブ４３の内面
を同じ陰圧とすることができる。
【００７８】これにより、滅菌室の圧力とライトガイド
３７の内部圧力の圧力差が生じないために、被覆チュー
ブ４３が膨らむことが防げ、かつ、ライトガイドファイ
バー束４１の折損も防げる。
【００７９】なお、前記多孔質チューブ５４の口金４９
への挿着位置、多孔質チューブ５４の長さ、及びライト
ガイドファイバー束４１の整形等は、前述の第４の実施
形態と同じである。
【００８０】次に、第６の実施形態を図１４を用いて説
明する。この第６の実施形態は、図１４に示すように、
前記口金４９の内周に挿着するライトガイドファイバー
束４１の略中央部分に前記口金４９の軸方向に中空部５
５を設けたものである。
【００８１】この中空部５５は、前記口金４９に挿着し
たライトガイドファイバー束４１を接着材等で成形固化
させる際に、接着材が接着しにくい、例えばフッ素樹脂
棒を前記ライトガイドファイバー束４１の中央部に挿着
して成形し、その接着材により、前記ライトガイドファ
イバー束４１の硬質部５１を成形後、フッ素樹脂棒を引
き抜いて、前記中空部５５を形成させる。なお、前記中
空部５５は、前記ライトガイドファイバー束４１を成形
固化された硬質部５１の長さよりも長く形成させる。
【００８２】このような第６の実施形態により生成され
たライトガイド３７は、前述した各実施形態と同様の効
果を有すると共に、最も部品点数の少ないライトガイド
３７を提供できるものである。
【００８３】次に、本発明の第７の実施形態を図１５と
図１６を用いて説明する。この第７の実施形態は、図１
５に示すように、前述の口金４９にライトガイドファイ
バー束４１を挿着後、この口金４９のライトガイドファ
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イバー束４１の挿着側の端部に被覆チューブ４３を挿着
させる。この被覆チューブ４３には、前記口金４９に挿
着固定した際に、被覆チューブ４３と口金４９の外周側
の一部との間に溝部５６が形成されるようになってい
る。この溝部５６は、前記被覆チューブ４３の一部を成
形して、事前に設けられていても良く、あるいは、前記
被覆チューブ４３を前記口金４９に挿着後、例えばペン
チ等の工具で前記被覆チューブ４３を口金４９に締付け
装着する際に、被覆チューブ４３が変形して形成される
ものであっても良い。あるいは、糸やピン等を前記口金
４９と前記被覆チューブ４３との重複する部分に挟み、
前記ライトガイドファイバー束４１と一緒に前記被覆チ
ューブ４３で被覆されて前記被覆チューブ４３が前記口
金４９に固定された後、糸やピン等を抜くことで形成さ
せることも可能である。
【００８４】また、ライトガイド３７と先端部１７の先
端構成部材３８の構造において、保護チューブ４６を設
けるスペースが確保できない場合は、図１６に示すよう
に、口金４９にライトガイドファイバー束４１と被覆チ
ューブ４３のみを挿着して、保護チューブ４６を省いた
構成とすることも可能である。
【００８５】これにより、高圧蒸気滅菌におけるライト
ガイド３７の内外の圧力差は、前記溝部５６を連通して
略同一圧力とすることができ、被覆チューブ４３の膨張
とライトガイドファイバー束４１の切断が防げると共
に、前記溝部５６の成形作業性が容易となる。
【００８６】［付記］以上詳述した本発明の実施形態に
よれば、以下のごとき構成を得ることができる。
【００８７】（付記１）ライトガイドファイバー束と、
このライトガイドファイバー束の少なくとも一端を結束
して固定する口金と、前記ライトガイドファイバー束の
外周部を被覆する被覆チューブとからなる観察対象物を
照明するライトガイドを有する内視鏡であって、前記口
金で結束固定された前記ライトガイドファイバー束の硬
質部と、この硬質部に設けた前記ライトガイドの内部と
外部とを連通する連通口と、を具備することを特徴とし
た内視鏡。
【００８８】（付記２）ライトガイドファイバーと、こ
のライトガイドファイバー束の少なくとも一端を結束し
て固定する口金と、前記ライトガイドファイバー束の外
周部を被覆する被覆チューブとを有し、観察対象物を照
明するためのライトガイドを具備する内視鏡において、
前記ライトガイドの内部と外部とを連通する連通口を硬
質部に設けたことを特徴とする内視鏡。
【００８９】（付記３）前記口金に設けた溝部を前記連
通口とした付記１または付記２のいずれかに記載の内視
鏡。
【００９０】（付記４）前記被覆チューブの端部が前記
口金の内周に収納、もしくは外周を被覆し、前記被覆チ
ューブと前記口金との重複部分の前記口金に設けた端部
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の開口した溝部によって前記連連口が形成された付記３
記載の内視鏡。
【００９１】（付記５）保護チューブを有し、前記保護
チューブは、前記連通口の位置する個所に切り欠きを配
置した付記４記載の内視鏡。
【００９２】（付記６）前記口金の両端部の肉を残して
設けた満部を前記連通口とする付記３記載の内視鏡。
【００９３】（付記７）保護チューブを有し、前記保護
チューブは、前記連通口の位置する個所に切り欠きを配
置した付記６記載の内視鏡。
【００９４】（付記８）前記ライトガイドファイバ一束
の端面に連通過口を設けた付記２記載の内視鏡。
【００９５】（付記９）前記ライトガイドファイバー束
の端部に管状部材を具備し、前記連通口とした付記８記
載の内視鏡。
【００９６】（付記１０）前記ライトガイド端部の硬質
部長以上の長さを有するパイプを前記管状部材とした付
記９記載の内視鏡。
【００９７】（付記１１）前記ライトガイド端部の硬質
部長以上の長さを有する気体を通す多孔質チューブを前
記管状部材とした付記９記載の内視鏡。
【００９８】（付記１２）前記管状部材を前記ライトガ
イドファイバ一束の略中心に設けた付記９乃至１１のい
ずれかに記載の内視鏡。
【００９９】（付記１３）前記ライトガイドファイバー
束に前記ライトガイド端部の硬質部長以上の長さを有す
る溝部を設け、その溝部を前記述通口とした付記８記載
の内視鏡。
【０１００】（付記１４）前記溝部を前記ライトガイド
ファイバー束の略中心に設けた付記１３記載の内視鏡。
【０１０１】（付記１５）前記被覆チューブの端部で前
記口金の外周を被覆し、前記被覆チューブと前記口金と
の重複部分の隙間に前記連通口を形成した付記１記載の
内視鏡。
【０１０２】（付記１６）保護チューブを有し、前記保
護チューブは、前記連通口の位置する個所に切り欠きを
配置した付記１５記載の内視鏡。
【０１０３】
【発明の効果】発明の効果を記載本発明の内視鏡は、高
圧蒸気滅菌において、滅菌室内の気圧と内視鏡のライト
ガイド内の気圧とが常時同一となり、ライトガイドファ
イバ一束を被覆する被覆チューブの破損やライトガイド
ファイバー折れを防ぐことができると共に、ライトガイ
ドの細径化が可能となる効果を有している。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明に係る内視鏡の概略構成を示す平面図。
【図２】本発明に係る内視鏡の一実施形態の挿入部先端
部を示す断面図。
【図３】本発明に係る内視鏡の他の実施形態の挿入部先
端部を示す断面図。
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【図４】本発明に係る内視鏡に用いるライトガイドの構
成を示す平面図。
【図５】本発明に係る第１の実施形態の内視鏡に用いる
ライトガイドファイバー束の口金を説明する説明図。
【図６】本発明に係る第１の実施形態の内視鏡に用いる
ライトガイドファイバー束の口金と保護チューブの関係
を説明する説明図。
【図７】本発明に係る第１の実施形態の内視鏡に用いる
ライトガイドファイバー束の口金と被覆チューブの関係
の他の実施例を説明する説明図。
【図８】本発明に係る第１の実施形態の内視鏡に用いる
ライトガイドファイバー束の口金の他の実施例を説明す
る説明図。
【図９】本発明に係る第２の実施形態の内視鏡に用いる
ライトガイドファイバー束の口金と被覆チューブの関係
を説明する説明図。
【図１０】本発明に係る第２の実施形態の内視鏡に用い
るライトガイドファイバー束の口金と被覆チューブの関
係の他の実施形態を説明する説明図。
【図１１】本発明に係る第３の実施形態の内視鏡に用い
るライトガイドファイバー束の口金を説明する説明図。
【図１２】本発明に係る第４の実施形態の内視鏡に用い
るライトガイドファイバー束の口金を説明する説明図。
【図１３】本発明に係る第５の実施形態の内視鏡に用い
るライトガイドファイバー束の口金を説明する説明図。
【図１４】本発明に係る第６の実施形態の内視鏡に用い
るライトガイドファイバー束の口金を説明する説明図。
【図１５】本発明に係る第７の実施形態の内視鏡に用い
るライトガイドファイバー束の口金と被覆チューブの関
係を説明する説明図。
【図１６】本発明に係る第７の実施形態の内視鏡に用い
るライトガイドファイバー束の口金と被覆チューブの関
係の他の実施形態を説明する説明図。
【図１７】従来の内視鏡装置の全体構成を説明する説明
図。
【符号の説明】
１…内視鏡装置
２…内視鏡
７…挿入部
８…操作部
９…連結コード
１０…コネクタ部
１７…先端部
３７…ライトガイド
４１…ライトガイドファイバー束
４２…口金
４３…被覆チューブ
４４…溝部
４５…連通口
４６…保護チューブ
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